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猪木・手島法律事務所猪木・手島法律事務所猪木・手島法律事務所猪木・手島法律事務所

弁護士 猪 木 健 二弁護士 猪 木 健 二弁護士 猪 木 健 二弁護士 猪 木 健 二

□弁護士登録 平成４年４月□弁護士登録 平成４年４月□弁護士登録 平成４年４月□弁護士登録 平成４年４月

（登録番号 ）（登録番号 ）（登録番号 ）（登録番号 ）22432

□事務所設立 平成７年４月□事務所設立 平成７年４月□事務所設立 平成７年４月□事務所設立 平成７年４月

□主な経歴□主な経歴□主な経歴□主な経歴

岡山市生まれ岡山市生まれ岡山市生まれ岡山市生まれS39.07.03

芳泉高校卒芳泉高校卒芳泉高校卒芳泉高校卒S58.03

岡山大学法学部卒岡山大学法学部卒岡山大学法学部卒岡山大学法学部卒S62.03

司法試験合格司法試験合格司法試験合格司法試験合格H01

司法研修所入所司法研修所入所司法研修所入所司法研修所入所H02.04

弁護士登録弁護士登録弁護士登録弁護士登録H04.04

猪木法律事務所開設猪木法律事務所開設猪木法律事務所開設猪木法律事務所開設H07.04

H14.02.01 H22.03.31～～～～

岡山県建設工事紛争岡山県建設工事紛争岡山県建設工事紛争岡山県建設工事紛争

審査委員審査委員審査委員審査委員

H17.04. H18.03～～～～

岡山弁護士会副会長岡山弁護士会副会長岡山弁護士会副会長岡山弁護士会副会長

H18.05. H21.04～～～～

日弁連 委員会委員日弁連 委員会委員日弁連 委員会委員日弁連 委員会委員ADR

～ 手島弁護士と事務所合～ 手島弁護士と事務所合～ 手島弁護士と事務所合～ 手島弁護士と事務所合H18.08.

併「猪木・手島法律事併「猪木・手島法律事併「猪木・手島法律事併「猪木・手島法律事

務所」に務所」に務所」に務所」に

～ 笠岡市建築審査会委員～ 笠岡市建築審査会委員～ 笠岡市建築審査会委員～ 笠岡市建築審査会委員H22.4

～岡山県収用委員会委員～岡山県収用委員会委員～岡山県収用委員会委員～岡山県収用委員会委員H22.7.16

■ 相談内容■ 相談内容■ 相談内容■ 相談内容

この度、つぎのような相談

が寄せられました。

「 当社は人材派遣業を行っ

ています 。当社の派遣社員

が派遣先に対し不法行為に

よる損害を与えてしまいまし

た 。派遣先から使用者責任

（民法７１ ５条 ）を追及されて

います。」

そ こ で 、派遣社員の不法

行為についての派遣元の法

的責任について解説してみ

ます。

■ 民法７ １ ５条 （使用者責■ 民法７ １ ５条 （使用者責■ 民法７ １ ５条 （使用者責■ 民法７ １ ５条 （使用者責

任）の適用要件任）の適用要件任）の適用要件任）の適用要件

民法７ １ ５条は、従業員の

不法行為によって他人に損

害を与えた場合の雇用主の

賠 償 責 任 を 定 め た 規 定 で

す。

そこで、この規定を適用す

るための要件をひとつひとつ

検 討 し て い き た い と 思 い ま

す。

（ １ ） 「ある事業のため使用し（ １ ） 「ある事業のため使用し（ １ ） 「ある事業のため使用し（ １ ） 「ある事業のため使用し

ている他人 （労働者 ）が 」不ている他人 （労働者 ）が 」不ている他人 （労働者 ）が 」不ている他人 （労働者 ）が 」不

法行為を行ったこと法行為を行ったこと法行為を行ったこと法行為を行ったこと

イ）問題の所在

条文の文言上、使用関係

が必要なように読めますが、

実は使用関係が現実には存

在しなくても、指揮監督すべ

き関係が存在しさえすれば、

この要件を認めるのが通説・

判例です。

例えば 、下請の従業員に

ついて も 、実際に元請会社

の指揮監督が及ぶ実質的関

係が あれば 、 こ の要件 を満

た し ま す （ 大 判 昭 ９ ． ５ ． ２

２）。

そうであれば、逆に、派遣

先が日々の労務の遂行につ

き包括的に労務指揮権を行

使する関係にあるのだから、

本来派遣元が使用者責任を

負う余地はほとんどないので

はないかという疑問が沸いて

きます。

ロ）検討

そ もそ も雇用契約の当事

者ではない派遣先会社が指

揮監督権を行使できる根拠

は 、同権利が派遣元から派

遣先に委任されているものと

考え られ 、派遣元は一切の

指揮監督権を失った訳では

ありません。

例えば 、派遣労働者が派

遣先の服務規律に違反した

場合 、雇用主である派遣元

は懲戒権の行使が可能とな

るのです。

よって、原則的には、派遣

元は派遣労働者の非違行為

について使用者責任を負 う

との法律構成について否定
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することはできないと思われ

ます。

では 、例外的に派遣元が

責任を免れることはないので

しょうか。

実は、民法７１ ５条但書は

「使用者が被用者の選任及

びその事業の監督について

相当の注意 を して も損害が

生ずべきであったときはこの

限りでない」と規定しており、

事業主の免責され る場合を

定めています。

しかし 、従来の通説は７ １

５ 条 につ い て 、使 用者の免

責 を ほ と ん ど 認 めず 、 無 過

失責任に近い解釈を確立し

てきました。

その結果、通説を機械的

に当てはめただ けでは 、派

遣元が加重な責任をおうこと

になってしまいます。派遣先

が日々の労務の遂行につき

包括的に労務指揮権を行使

する関係にあるにも係わらず

です。

そ こ で 、 実 情 に 応 じ て派

遣元と派遣先の責任を柔軟

に分配する方法はないもの

かと考えてしまいます。

ニ）具体的方策

その具体的な方策 と し て

は 、実務的には過失相殺の

活用しかないように思われま

す。

派遣先にも派遣従業員が

不法行為を行ったことにつき

落 ち度がある場合は 、派遣

元会社の責任を過失相殺に

よ って制限 し よ う と す る も の

で す 。 こ の 方法 が実務で も

最も受け入れられ易いように

思います。

（ ３ ） 「 そ の事業の執行につ（ ３ ） 「 そ の事業の執行につ（ ３ ） 「 そ の事業の執行につ（ ３ ） 「 そ の事業の執行につ

き」き」き」き」

派遣法に基づく派遣であ

れば 、 ま さに派遣業務に従

事している こ と自体で 「その

事業の執行につき」と言えま

す。

問題 とな った行為が派遣

業務と関連を有しないことの

反証を被害を受けた側が行

わない限り 、 「その事業の執

行につき 」なされたとみて問

題はないと言えます。

（ ４ ） 「 第 三者に損害 を与え（ ４ ） 「 第 三者に損害 を与え（ ４ ） 「 第 三者に損害 を与え（ ４ ） 「 第 三者に損害 を与え

た」た」た」た」

特に解説は不要と思われ

ます。

■ 契約上の損害補填条項■ 契約上の損害補填条項■ 契約上の損害補填条項■ 契約上の損害補填条項

のあり方のあり方のあり方のあり方

（ １ ）労働者派遣法における（ １ ）労働者派遣法における（ １ ）労働者派遣法における（ １ ）労働者派遣法における

法律関係法律関係法律関係法律関係

派遣法は、労基法及び安

全衛生法上の責任分配に関

しては詳細な規定を置いて

います。しかし、労働契約上

の責任については 、雇用主

としての責任を派遣元が負う

とい う原則に反しない限り当

事者の自治に委ねられてい

ます。

従って 、契約上の損害賠

償条項の定め方は極めて重

要です。

（ ２ ）具体的な契約条項を考（ ２ ）具体的な契約条項を考（ ２ ）具体的な契約条項を考（ ２ ）具体的な契約条項を考

えるえるえるえる

イ ） 横領 、背任などの よ う

に 故意 ・ 重過失の場合 、派

遣先の指揮監督権の行使で

は防止できません。そ うする

と 、基本的には派遣元の責

任となっても仕方ないのでは

ないかと思います。

ロ ） しかし 、実際の指揮監

督権を行使すべき上司が 、

当該横領 ・背任に組織的に

係わっている場合などは、派

遣先の当該組織に対する指

揮監督権が全 く機能 してい

な か っ た と い う べ き で す か

ら 、 派遣元の責任は制限 さ

れてよいのではないでしょ う

か。

ハ ）また、単なる過失行為

のように、具体的な指揮監督

権の適切な行使があれば容

易に防止できるような性質の

もの については 、派遣先の

責任が よ り 大 き く な る もの と

言うべきではないでしょうか。

■ 最後に■ 最後に■ 最後に■ 最後に

会社内で働く派遣労働者

が減少しない限り、派遣労働

者をめぐる ト ラブルは減るこ

とはありません。

派遣す る側 も受け入れる

側も、契約書の作成などによ

り リ ス クを認識した対応が必

要です。

（参考文献 判例評論４ ６ ８

号 ４ ５ 東京学芸大学 野川

忍助教授）
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